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現 状

人口減少や山間部に位置する地形的要因など、宍粟市水道事業は非常に厳しい経営環
境にあり、現在の料金水準では十分な収入を確保することができずに、損益赤字が続
いている。将来にわたって安定的な経営を維持するためにも、損益の改善が急務と
なっており、また、平成30年11月には水道事業経営審議会からも、22％程度の増額料
金改定の実施が必要であるとの提言を受けている。

課 題

水道事業の損益赤字が続いていることにより留保資金も減少している。人口減少が進
み、料金収入が更に減少する見込みであることから、安定した経営の維持が危ぶまれ
る。

決 定 事 項

令和5年4月１日を施行日とし、水道料金の増額改定について、改定案を公共料金審議
会に諮る。
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